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１ 改定の趣旨・位置づけ 

船橋市では 2018 年（平成 30 年）に「船橋市墓地等基本方針」を策定し、将来あるべき本市

の墓地行政について中長期的な方針を定めました。同方針に基づき、市営霊園の運営をはじめ、民

間墓地の経営許可・指導に関する墓地行政を推進してきました。 

本市の主要な霊園である馬込霊園については、2003 年（平成 15 年）に策定された「馬込霊

園第 5 次整備計画」に基づき施設整備を進める予定でしたが、策定から 20 年余りが経過し、墓地

行政を取り巻く社会環境や墓地に対する考え方は大きく変化しています。これらを踏まえ、御霊とその

家族が永久（とわ）にやすらぐことのできる霊園とするために、各種整備事業を発展的に見直し、本

計画を改定しました。 

本計画は、2018 年（平成 30 年）に策定された「船橋市墓地等基本方針」の下位計画にあた

ります。同方針において市営霊園の役割は、公益性を礎に、安心、環（わ）を基調とした多様な墓

地を提供することと位置づけられています。市民の様々なニーズに応えるために、霊園内を整備・拡充

し、返還区画の再利用による墓地の循環利用をすることで、適切かつ安定的な墓地の供給を図りま

す。 

運営面では「価格や管理の面での安心」や「利用しやすい霊園環境」といった利用者のニーズに応

えると同時に、墓地の無縁化問題を改善するため、恒久的な墓地の維持や効率的な供給・運営を

目指します。そして、これらの考え方を基に現在の計画を見直すとともに、市営霊園の利用に関する事

項を定めている船橋市霊園条例・霊堂条例等の規定も必要に応じて見直します。 
  

 

図 1 関連計画等と本計画の位置づけ  

根拠法令 

船橋市総合計画 

船橋市墓地等基本方針 
（墓地行政に関する全体方針） 

馬込霊園第 5 次整備計画（改定版） 
（霊園施設の個別整備計画） 

市営霊園の整備・運営 墓地の経営許可・指導 

船橋市霊園条例・霊堂条例 

（市営霊園の利用に関する規定） 

墓地、埋葬

等に関する

法律 船橋市墓地等の経営の 

許可等に関する条例 

 

本市の墓地行政の方針・計画・条例等 
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２ 馬込霊園の現状と課題 

(１) 利用者のニーズ 

市内には２つの公営墓地があり、1951 年（昭和 26 年）に馬込霊園、1971 年（昭和 46 年）

に習志野霊園が開設されました。また、1993 年（平成 5 年）に馬込霊堂、1994 年（平成 6 年）

に習志野霊堂が開設され、普通墓地・芝生墓地・霊堂の 3 種類の埋蔵・収蔵施設が合わせて

23,000 区画以上あります。これらの区画については、現在は返還された区画のみ使用者を再募集

している状況です。 

近年、墓じまいをする方が増加しており、個人で墓地を持たない合葬墓・樹木葬などニーズの多様

化が進んでいます。その結果、返還墓地の増加が見られる一方で、新規利用者が減少しています。

馬込霊園では、2022 年（令和 4 年）7 月から 6 ㎡以上の墓地区画、2024 年（令和 6 年）

５月からは４㎡の墓地区画の一部でも通年で募集を始めました。 

その他の馬込霊園普通墓地（4 ㎡）については、毎年 9 月に定期募集を行っていますが、近年

は応募数（申請数）よりも供給数（募集区画数）が上回る傾向にあります。 

一方、芝生墓地（洋型墓地）においては従来の普通墓地（和型墓地）に比べ、比較的墓石

の建設費用が抑えられることからニーズが高いことがわかります。募集倍率が依然として高く、毎年抽せ

んとなるものの、返還墓地の増加等により、その倍率は年々低下傾向にあります。 

 

 

 

図 2 墓地の種類別の申し込み状況 
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(２) 墓地の需要の見込み 

本市の人口は 2023 年（令和 5 年）の推計において、今後 20 年間程度は概ね横ばいに推移

するとされています。しかし、徐々に高齢化率は高まっていく見込みです。大阪府方式を基にした墓地

需要推計によると、2030 年（令和 12 年）から 2050 年（令和 32 年）の 20 年間について、市

営霊園における年間墓地需要見込みは 1,152 体/年と算出されます。 
  

 

※端数処理の関係により各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります 

 

国立社会保障・人口問題研究所 
将来推計人口・世帯数 日本の地域別将来推計人口 令和５(2023)年推計 

図 3 本市の将来人口推計 
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(３) 無縁墓化の進行 

霊園の管理面を見ると、所有者不明の無縁墓が増加傾向にあることや、埋葬者との縁が遠いため

に墓参が遠のき墓地が荒れてしまうケース、また料金の滞納も見られます。今後、適切に維持管理が

されない無縁墓がさらに増加すると考えられます。 

 

表 1 霊園・霊堂の所在不明利用者数 

 
馬込 習志野 合計 

霊園 282 5 287 

霊堂 67 24 91 

合計 349 29 378 
  

※所在不明利用者数…2026 年（令和 8 年）1 月時点で 
市からの霊園・霊堂関連郵送物（納付書等）が返戻されている人数を抽出した。 

 

 

図 4 利用料の滞納状況 

 

 

(４) 施設の老朽化・不良箇所の増加 
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所に設置されたトイレなどがありますが、老朽化が目立つようになり、改修が必要です。 

また、普通墓地や芝生墓地からなる区画墓地の通路は多くが未舗装で、一部通路には段差が生

じており、歩行しやすいように改善が求められています。 
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老朽化の進展（写真：墓参者休憩所）  段差が生じている通路 

 

(５) 墓参集中期におけるアクセス環境 

県道 8 号船橋我孫子線の市営霊園入口交差点付近は、墓参が集中する時期に慢性的な渋滞

が発生することが課題となっていましたが、右折レーンの設置などの交差点改良工事や都市計画道路

３・３・７号線の整備により、周辺道路の渋滞が軽減されたことが 2023 年度（令和 5 年度）の交

通量調査の結果で確認されています。 

しかし、進行方向が北向きで、市営霊園入口交差点を右折する車両が連続した場合、墓参の車

両が集中し、一時的ではあるものの霊園周辺が混雑することがあります。霊園東側からの進入経路を

より使いやすくするなど、霊園内へのアクセス性を向上させていく必要があります。 

 

 
背景：国土地理院 航空写真 

図 5 馬込霊園の周辺道路等の状況 

市営霊園入口 
交差点 

市営霊園正門 

県道 8 号船橋我孫子線 

霊園東側からの 
進入経路 
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３ 整備方針 

改定前の計画では以下に示す理念が掲げられていました。 

①墓地の「有期限化」「共同化」「脱墓石化」   

②墓地使用における循環システムの導入  

 

これらの考え方は、現代社会における多様な供養のあり方や、限られた資源の有効活用という観点

から、今後も重要な視点となります。少子高齢化や家族形態、ライフスタイルの変化に伴い、従来型

の墓地運用では対応しきれない課題が山積している中、これらの理念は、持続可能で柔軟性のある

霊園の実現に向けた指針として、引き続き継承・発展させていく必要があります。 

こうした背景を踏まえ、本改定計画では前述の課題に対する具体的な対応策として、以下の三つ

の方針を定め、今後の墓地整備及び運用の方向性の軸とします。 

 

整備方針 とわにやすらぐ霊園を目指した墓地の整備・運用 
 

方針１ 墓地ニーズに応じた供給形態の見直し 

方針２ バリアフリーに配慮・利便性の向上 

方針３ 墓参集中期に渋滞しない霊園内レイアウトと運用 
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(１) 方針１ 墓地ニーズに応じた供給形態の見直し 

墓地需要が転換期にあること、無縁墓の増加、個人が墓地を持たない形態が求められるようになっ

ていることなど、墓地に対するニーズの変化に対応するためには、上位計画である「船橋市墓地等基

本方針」や、改定前の「馬込霊園第５次整備計画」に掲げられている「墓地使用循環システム」を構

築することが最善策といえます。 

具体的には、合葬墓を整備し、現在の利用者の希望に応じて無縁墓になる前に埋蔵されている

焼骨を合葬墓へ改葬することで、墓じまいしやすい環境を整えます。また、返還区画の再利用により

墓地利用の循環を図ります。さらに、無縁墓の発生を抑制するため、区画墓地については募集段階

から期限付き利用を選択できるようにするなど、運用方法の見直しも併せて実施します。 

芝生墓地は、募集倍率は高いものの、普通墓地と同様に今後需要が低下することが見込まれます。

そのため、新たな整備は行わず、代わりに樹木葬（土に還る循環葬）の整備を検討し、墓地利用者

のニーズに対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 墓地使用循環システムのイメージ 
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(２) 方針２ バリアフリーに配慮・利便性の向上 

馬込霊園管理事務所は建築から 30 年が経過しており、2017 年（平成 29 年）に策定された

「船橋市公共施設等総合管理計画」では、霊園内の施設は老朽化への備えを検討する必要がある

とされています。また、歩道や車路の隆起箇所、ベンチ・トイレ等の老朽化、看板のはがれ落ちなど、改

修が必要な箇所が多数あり、改修を進めます。 

バリアフリーの観点からは、区画内通路を歩きやすい舗装へ変更し、通行しやすいよう順次改修しま

す。 

近年は直葬による納骨需要が増加しているため、新設する合葬墓は埋蔵施設にとどまらず、休憩

スペース、法要所、トイレ等を併設した多機能化を図り、利用しやすい施設とします。 

 

  

霊堂前のスロープ 階段に取り付けられた手すり 

【改修前】案内看板 【改修後】案内看板 
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(３) 方針３ 墓参集中期に渋滞しない霊園内レイアウトと運用 

現在霊園東側のアクセス通路から霊園内へは直接車両が進入できません。そのため利用者は、墓

地付近まで車でアクセスできる正門からのルートを選択することが多く、正門周辺で道路渋滞が発生し

ています。 

1992 年（平成 4 年）第 4 次整備時の開発許可に関する資料には、現在の馬込地区と正門を

結ぶルートの他に、幹線道路から入退園できるルートを整備する必要性についての意見が付されてい

ます。 

2023 年度（令和５年度）に実施したアンケート調査では、霊園の東方面（小室・三咲方面）

からの墓参者は約 20％程度で、これらの墓参者や医療センター方面、駿河台方面からの墓参者の

一部がアクセス通路を利用すれば、霊園入口交差点付近の渋滞緩和が期待できます。 

合葬墓の整備に伴い利用者が増加することが見込まれることから、墓参集中期の混雑状況を継続

的に注視しつつ、墓参車両による渋滞が引き起こされる場合には、霊園内を東西に人と車が通り抜け

られる通路の整備を検討し、墓参集中期の渋滞解消と、霊園内移動ネットワークの利便性向上を目

指します。 

 

 

 

2023 年度（令和５年度）実施アンケート調査 
背景：国土地理院地図 

 

図 7 来園者が自家用車で来園する場合の方面 
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４ 整備内容 

前章までに示したように、墓地に関する社会情勢が急速に変化し、承継者がいないことの

不安や後々の子供に迷惑をかけたくないという思いから、先祖代々の墓地を将来にわたり

維持する意欲が低下してきています。普通墓地よりも、合葬墓や芝生墓地など、安価で小規

模な墓地が人気を集めるようになり、こうしたニーズに対応できるような整備内容に改め

る必要性が生じています。 

また、霊園の管理面で見ると、所有者が不明な無縁墓が増えていること、埋葬者との縁が

遠いために墓参が遠のき、墓地が荒れ果ててしまっていることなど、墓守に関わる問題も顕

在化しています。 

このような状況から、区画墓地の改葬先として合葬墓を整備し、空き区画となった区画墓

地については期限付きで使用料を抑えた設定を用意するなど、区画墓地を利用したい方の

将来不安を軽減できるよう、墓地需要の多様化に合わせた供給策を整える必要があります。 

さらに、霊園は先祖と墓参家族のつながりをより感じられる大切な場であるため、利用者

の家族が定期的に霊園を訪れたくなる雰囲気づくりが重要です。これにより、墓参が活発に

なり、区画墓地の良好な状態の維持にもつながります。 

このほか、葬送様式への配慮も重要です。火葬後の会葬を行わず、略式で最後のお祈りを

して納骨を行う「直葬」が増加しています。こうした新たな葬送形態に対応できるよう、老

朽施設の改修や新規施設の整備を進めていく必要があります。 

以上のようなことから、今後の霊園の運営にあたっては、墓地を取り巻く様々な社会ニーズの変化に対

応した新たな墓地使用循環システムの構築が求められます。 

以下に改定前後の比較の概要を示します。 

表 2 船橋市馬込霊園第 5 次整備計画の改定前後の比較の概要 

項目 改定前 改定後 

合葬墓 5,000 体収蔵 
納骨壇 10,000 体と合祀室 10,000 体の収蔵数とする。直葬に
対応できるよう簡易的な法要所を設け、周囲の景観に配慮し自然
に還る雰囲気を感じるつくりとする。 

無縁塔 新設 
専用施設の整備は行わず、行旅死亡人等の遺骨は合葬墓に収
蔵・合祀する運用とする。無縁墓の収蔵骨についても合祀室に収
蔵する。 

新規墓地 
芝生墓地 500 基 

(3 ㎡/区画) 
合葬墓整備後、各種墓地の需要動向等を踏まえたうえで樹木葬
の整備を検討する。 

霊堂 位置づけなし 
これまで利用期間の自動更新により永代供養に近い運用となってい
た。本来は一時預かり施設である旨を鑑み、合葬墓の供用後は運
用方法を見直す。 

管理事務所 
墓参者休憩所 

位置づけなし 
老朽化した施設を改修するとともに、お墓の承継手続きや改葬、管
理料等の収納などのほか、墓じまい等に関する相談が行える窓口と
なるよう検討する。 

連絡通路 位置づけなし 
東西に人と車が通り抜けられる通路の整備を合葬墓供用後の園内
の状況を考慮し、必要性を含め検討していく。   
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(１) 多様な墓地利用形態の設定 

馬込霊園では、区画墓地として普通墓地で最大 24 ㎡の区画を整備しているほか、3 ㎡・4 ㎡

の芝生墓地も設けています。近年、これら区画墓地の需要が全体的に低下していることから、合葬

墓や樹木葬の整備を検討するだけでなく、既存の区画墓地においても期限付き墓地の整備や、大

きい区画の分割によって人気の高い狭小区画の供給を増やすなど、利用者のニーズに応えられる墓

地形態の整備を検討していきます。 

 

 

(２) 合葬墓及び付帯設備の整備 

① 整備コンセプト 「追憶の杜」 

家族のかたちや暮らし方が変わっていく中で、だれもが安心して故人を偲び、心静かに過ごせる場

所を整えます。 

市民の記憶と時間を支え、都市の中で静かに機能し続ける持続可能な霊園を目指します。 

  

〇将来にわたって安心できる霊園 

   これからの社会の変化を見すえ、長く大切に守られていく霊園をつくります。 

    ・将来世代にも引き継ぎやすい仕組みづくり 

    ・無縁化を防ぐ管理体制の整備 

    ・わかりやすく安心できる運営体制 

 〇多様な想いに応える場づくり 

  家族のあり方や価値観の多様化に対応し、さまざまな供養のかたちを選べる霊園を目指します。 

    ・宗教、宗派を問わず利用できる空間 

    ・家族同士だけでなく、個人でも利用できる仕組み 

    ・将来の変化にも対応できる柔軟な計画 

 〇心やすらぐ環境づくり 

  お墓参りだけでなく、静かに過ごせる落ち着いた空間を整えます。 

   ・高齢の方にもやさしいバリアフリー設計 

   ・木陰や休憩スペースの整備 

   ・四季を感じられる植栽計画 

   ・安全で歩きやすい園路 

 〇自然とともにある霊園 

  環境への配慮を大切にし、持続可能な管理を行います。 

   ・手入れのしやすい植栽計画 

   ・周囲の景観と調和するデザイン 
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   ・将来の変化に対応できる納骨形態 

 〇みんなで守り続ける霊園 

  長く大切にしていく仕組みを整えます。 

   ・わかりやすい利用制度 

   ・透明性のある管理運営 

   ・将来を見すえた維持計画 

 

② 整備予定地 

合葬墓の整備予定地は、広い敷地が確保でき、整備・運営に際して関係車両等がアクセスしやす

い場所として、霊園中央ロータリーの北側の敷地を選定します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

背景：国土地理院 航空写真 

図 8 合葬墓整備予定地  

市営霊園入口 

合葬墓 
整備予定地 
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③ 整備コンセプト 

近年、樹木葬の需要が高まっており、他市でも整備が進んでいます。そこで、新規整備予定の合

葬墓については、樹木を多く取り入れ、納骨施設でありながら「樹木の下で眠る」という樹木葬のよう

な印象を与えるデザインとします。 

地下階に納骨壇及び合祀室を設け、その地上部はシンボルツリーを中心とした緩やかな丘として、

四季折々に彩りを変える多様な樹木や草花で覆います。シンボルツリーとそれらを囲む植栽の前の

お祈りの場では地下に眠る故人を偲ぶことができます。管理棟には、周辺の景観に馴染むよう高さ

を抑え、自然に配慮した色合い・環境に優しい作りにします。曲線を描く大屋根がやわらかな陰影を

生み出し、訪れる人にやすらぎと自然とのつながりを感じさせます。 

 

  

※納骨壇及び合祀室はシンボルツリーの地下に埋設 

図 9 敷地ゾーニング 

  

シンボルツリー 

植栽（地上部） 

 

園路 

駐車場 

お祈りの場 

管理棟 

（地上部） 

桜並木 

桜並木 

収蔵室（地下部） 
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④ 整備諸元 

表 3 合葬墓概要 

項目 内容 

納骨壇 

最大収蔵数 10,000 体 

【内訳】 ・市営霊園における必要墓地需要推計：5,880 体/20 年 

・墓地使用者の返還（改葬）による 

合葬墓（納骨壇）への収蔵数：2,135 体/20 年  他 

合祀室 

最大収蔵数 40,000 体 

【内訳】 ・納骨壇保管後の合祀分：約 10,000 体/20 年 

・墓地使用者の返還（改葬）による 

直接合祀埋葬数：5,816 体/20 年 

・行旅死亡人等で合祀する焼骨数：4,000 体/20 年  他 

植栽 シンボルツリーを中心とした樹木の小さな杜 

付帯施設 トイレ、休憩スペース、法要所、事務室 

その他 環境配慮として太陽光パネルを設置 

 

 

  

  
 

※本図は計画段階のイメージであり、実際に整備される内容とは異なる可能性があります。 

図 10 合葬墓イメージ 
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緩衝地となっている谷津田 霊園脇を流れる金杉川 

⑤ 運用方法 

合葬墓には納骨壇と合祀室を整備 

・納骨壇へ納め、20 年後に合祀室へ移動させる 

・直接合祀室へ納める 

 

納骨壇と、直接合祀室へ収める場合では、収蔵年数等の違いから直接合祀の方が安価となりま

す。 

その他の詳細な運用方法として、他自治体の取り組みでは生前予約の仕組みや、夫婦それぞれの

遺骨を隣り合った収蔵棚に納骨できるよう配慮している事例もあります。また、終活支援の一環として、

申込者とは別に納骨手続きを行う方の指定を行っている自治体もあります。これらの事例も踏まえ、

運用方法については社会情勢や墓地ニーズを踏まえながら設定します。 

 

 

(３) 自然に還る雰囲気づくり 
馬込霊園は風致地区に指定されており、緑の豊かな地域となっています。近年、遺骨の自然還元

（自然葬）への関心が高まっており、霊園の機能は単なる埋蔵場所に留まらず、自然環境の保全・創

出という役割も求められています。馬込霊園では、以下の点に重点を置くことで、自然還元に適した環境

を整備します。 

 

① ビオトープゾーンとしての谷津田の保全 

馬込霊園の敷地内及び河川施設等の関連公有地には、数多くの動植物が生息していることが

わかっています。季節ごとの生態系を身近に体感できる環境となるよう保全していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 桜等の植栽樹木の良好な管理 

桜やその他の季節樹は、来園者に季節感を提供します。樹種の多様性確保、病害虫の発生リ

スク低減や倒木・落枝被害防止のためにも、定期的な剪定等を実施します。 
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(４) 樹木葬整備の検討 

2025年（令和７年）時点で、馬込霊園内に芝生墓地は10 ブロック、6,415 区画あります。

毎年９月に利用者を募集し、抽せんにより利用者を決定していますが、その倍率は年々低下傾向

にあり、今後、合葬墓の整備により芝生墓地の需要は一層低下すると見込まれます。 

近年は首都圏を中心とした関東地方で民営を中心に樹木葬（土に還る循環葬）形態の墓地

の開設事例が急増しており、2016 年（平成 28 年）から 2021 年（令和３年）の 5 年間に

かけて 4.5 倍程度に箇所数が増加したという調査もあります※。樹木葬墓地の運用は合葬墓内の

合祀墓と同様であることから、先行して整備する合葬墓の需要が集中している場合には芝生墓地

を改め樹木葬を整備することで、墓地利用者のニーズに応えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 樹木葬の例 

 

※ 上田裕文,樹木葬墓地の近年の動向と形態変化に関する研究,ランドスケープ研究 85(5),2022 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/85/5/85_551/_pdf/-char/ja  

浦安市墓地公園 樹林墓地 

 

【 樹林型 】 

【 シンボルツリー型 】 

横浜市営墓地メモリアルグリーン 

 

越生町営樹木葬墓苑 

 

【 ガーデン型 】 

資料：「横浜市営墓地メモリアルグリーン」ホームページ 

資料：浦安市ホームページ 資料：越生町ホームページ 
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(５) 利便性向上や運営の効率化のための整備・運営 

霊園を訪れる利用者の利便性を高め、快適で安心して利用できる環境を整えるため、ハード面・ソ

フト面の両方から段階的に改善を進めます。 

 

① ハード整備による利便性・安全性の向上 

霊園内環境の老朽化対策とバリアフリー化を推進し、誰もが安心して利用できる施設環境を整備

する施策として、次のようなことを検討します。 
 

■老朽化したトイレの更新、清潔で利用しやすいトイレ環境の整備 

■園路・誘導案内のバリアフリー化として、必要な箇所に歩道設備や手すり設置、砂利

路面の改善、誘導サインを更新するなど、高齢者にも優しい園路環境の整備 

■老朽化した高架水槽の廃止、衛生性・維持管理性に優れた給水システムへの更新 

■老朽化している霊園管理事務所や墓参者休憩所について、安全性の強化とサービス

の向上のため改修 

 

② 墓地の維持管理及び運用の改善 

維持管理の効率化に向けて、次のようなことを検討します。 
 

■通年募集を行っているものの、長期間利用申込のない区画については、防草シートの

活用など、雑草の繁茂を抑える低コストの維持管理方法の検討 

■樹木・植栽の維持管理や施設清掃等の日常管理については民間事業者への委託に

よる管理体制の効率化。 

 

③ その他サービスの向上策の検討 

より質の高いサービスの提供に向けて、他自治体での取り組みを参考にしながら、サービス向上のた

めの方策を検討します。 
 

※他自治体の例 

・ 花・線香販売、生花出店、自販機の設置 

・ 霊園内の案内看板等を活用した広告収入確保 

・ 墓参集中時期におけるレンタサイクルやグリーンスローモビリティ等の活用 

・ 墓参り代行や墓地の管理代行等のサービスの提供   など 
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(６) 墓参車両の混雑抑制 

馬込霊園東側からの進入経路をより使いやすくするために、アクセス通路から霊園内へ直接車両

が進入できる連絡通路の整備を検討します。 

臨時駐車場と霊園内部との間には最大で約 13ｍの高低差があるため、測量調査・地質調査

等を実施し、霊園内の動線の調整も踏まえ、実現可能な線形の検討等が必要です。 

周辺自治会の意向等も踏まえ、周辺道路の渋滞が頻発する場合は整備が必要であり、円滑に

車両で来園できる利用環境の向上を図ります。 

 

 
背景：国土地理院 航空写真 

図 12 連絡通路整備イメージ 

 

  

合葬墓予定地 

臨時駐車場（整備済） 

アクセス通路（整備済） 

連絡通路 
(候補線形) 

最大高低差 
約 13ｍ 
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５ 全体スケジュール目安 

 

  開始 完了 

2026 年度 

(令和 8 

年度) 

2027 年度 

(令和 9 

年度) 

2028 年度 

(令和 10 

年度) 

2029 年度 

(令和 11 

年度) 

2030 年度 

(令和 12 

年度) 

合葬墓 

  実施設計 R8.4 R9.3      

  整備工事 R9.10 R11.9      

 
運用・保守 
管理方法等
の検討 

R8.4 R9.3     
 

 
条例・規則の 
改正 R9.4 R11.3      

 
募集要項の 
設定 R11.4 R11.11      

  
募集・供用 
開始 R11.12～      

墓参者休憩所・霊園管理事務所改修 

  
与条件の 
検討 R8.4 R8.9      

  設計 R9.4 R10.3      

  整備工事 R10.4 R11.3      

合葬墓の運用に対応した霊園管理システムの改修 

 
システム改修

の検討 
R9.4 R10.9     

 

 システム改修 R11.4 R11.10      

 運用開始 R11.12～      

新規整備墓地（合葬墓の需要状況を見て整備） 

  測量 

未 定 

     

  設計      

  整備工事      

  供用開始      
  

※ スケジュールは目安を示すもので、社会情勢、各設計、工事等の期間の見直しにより変更とな

る場合があります。 
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６ 参考資料 

(1)  市営霊園利用者のアンケート調査結果（R5） 
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(2)  大阪府方式による推計 

大阪府方式は、大阪府土木部が大阪府立大学 高橋理喜男講師（当時）に委託した「墓地現

況調査報告書(2)－大阪府東部地区」で採用されたものです。 

需要算定は、現在の居住地域への定住性（定住志向率）を基準とし、墳墓の所有状況と将来の

墳墓等の取得意志（墓地需要率※1）、さらに核家族化の進展と 1 家族が 1 墓所を必要とするという

考え方を考慮して、分家してゆく割合（傍系世帯率※2）を用いた手法です。 

※1 「（墳）墓地取得希望率」「（墳）墓地取得志向数」などと呼称されることもある。 

※2 アンケートの結果、「あなたはお墓を守る立場にありますか」という質問に「いいえ」と回答した割合。出生順位別出

生率を用いている場合もある。 

 

墓地需要率及び傍系世帯率の、2 つの式から需要を予測 

 

Qip = Hi × S × P × mi ・・・・・・第 1 式 

Qir = Hi × S × R × mi ・・・・・・第 2 式 

Qi = (Qip + Qir) / 2      ・・・・・・第 3 式 

 

〔Qi ; i 年における墓地需要数〕 〔Hi ; i 年における世帯数〕 

〔S ; 定住志向率〕 〔P ; 墓地需要率〕 〔R ; 傍系世帯率〕 

〔mi ; i 年における死亡発生世帯率〕 
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各仮定値について、次の仮定値を採用しています。 

 

仮定値① 

将来人口 

国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 日本の地域別

将来推計人口 令和５(2023)年推計」より各年の総人口を採用する。 

仮定値② 

生残率 

国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 日本の地域別

将来推計人口 令和５(2023)年推計」より値を採用する。 

仮定値③ 

推定死亡者数 

「各年の将来人口」に「１から生残率を引いた値」を乗じて得られた値を「各年

の推定死亡者数」として採用する。 

仮定値④ 

墓地需要率 

令和２年度市政モニターアンケート調査において、「墓地の取得を希望する」と

回答した方の割合（17.8％） 

仮定値⑤ 

定住志向率 

令和 6 年度市民意識調査報告書において、「今後も本市に住み続けたい」と

回答した方の割合（58.7％） 

仮定値⑥ 

傍系世帯率 

令和２年度市政モニターアンケート調査において、「家を継ぎ、先祖のお墓を

守る立場にない」と回答した方の割合（42.7％） 

仮定値⑦ 

市営霊園の 

潜在的需要率 

令和 2 年度市政モニターアンケート調査において、墓地取得希望者のうち、

「市営霊園を希望」「市営霊園と民間霊園のどちらでも良い」「わからない」のい

ずれかを回答した方の合計割合を、墓地需要発生時に市営霊園が選択され

る可能性のある層とみなした（85.6％） 

 

計算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・墓地需要率及び傍系世帯率の、2 つの将来需要数から墓地需要数を算出。 

・2030 年（令和 12 年）から 2050 年（令和 32 年）の 20 年間の墓地需要数が 26,927 体

であることから、年間の墓地需要数を 【1,346 体/年】 と推定した。 

・これについて 【市営霊園の潜在的需要率 85.6％】 を乗じた 【1,152 体/年】 を市営霊園に 

おける年間需要見込みと算出した。 

死亡予測数

（A)

墓地需要率

（B)

傍系世帯率

（C)

定住志向率

（D)

墓地需要率に

よる将来需要数

(E=A×B×D)

傍系世帯率に

よる将来需要数

(F=A×C×D)

墓地需要数

（E＋F）/２

年平均

（体/年）

2020～2025年 令和2～7年 31,454 0.178 0.427 0.587 3,287 7,884 5,585 1,117

2025～2030年 令和7～12年 34,938 0.178 0.427 0.587 3,651 8,757 6,204 1,241

2030～2035年 令和12～17年 37,363 0.178 0.427 0.587 3,904 9,365 6,634 1,327

2035～2040年 令和17～22年 38,382 0.178 0.427 0.587 4,010 9,620 6,815 1,363

2040～2045年 令和22～27年 38,089 0.178 0.427 0.587 3,980 9,547 6,763 1,353

2045～2050年 令和27～32年 37,810 0.178 0.427 0.587 3,951 9,477 6,714 1,343
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(3)  近隣市等の市営合葬墓の事例 

 

■ 千葉市・桜木霊園合葬墓 

施設・形態 

墓所形態 
共同埋蔵方式／一定期間個別安置後に合葬（30

年間） 

納骨方式 

骨壺のまま（30 年間） 

30 年経過後、焼骨を納骨袋に移し換え合祀室にて合

祀 

収容方式 納骨室（棚） 

最大収容可能数 納骨壇：12,000 体 

利用条件 
利用資格 市内在住（申込時）等 

生前申込 可 

費用 
使用料 

70,000 円／１体（通常納骨） 

60,000 円／１体（直接合祀） 

管理料 なし 

管理・運営 
指定管理：桜木霊園・平和公園パートナーズ（西武

造園株式会社） 

 

 

  
資料：千葉市桜木霊園リーフレット 
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■ 千葉市・平和公園 

施設・形態 

墓所形態 共同埋蔵方式 

納骨方式 焼骨を納骨袋に移しカロートへ埋蔵 

収容方式 地下カロート型 

最大収容可能数 30,400 体 

利用条件 
利用資格 市内在住（申込時）等 

生前申込 可 

費用 
使用料 

60,000 円／１体（通常納骨） 

40,000 円／１体（粉状納骨） 

管理料 なし 

管理・運営 
指定管理：桜木霊園・平和公園パートナーズ（西武

造園株式会社） 

 

 

  
資料：千葉市平和公園リーフレット 
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■ 市川市・市川市霊園合葬式墓地 

施設・形態 

墓所形態 
共同埋蔵方式／一定期間個別安置後に合葬（20

年間） 

納骨方式 

骨壺のまま（20 年間） 

20 年経過後、焼骨を納骨袋に移し換え合祀室にて合

祀 

収容方式 納骨壇 

最大収容可能数 納骨壇：5,000 体 

利用条件 
利用資格 市内在住（申込時）等 

生前申込 可 

費用 
使用料 

1 体用 71,000 円 

2 体用 142,000 円 

管理料 なし 

管理・運営 直営 

 

 

  
資料：令和 6 年度市川市霊園合葬式墓地募集案内 
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■ 浦安市・浦安市墓地公園 

施設・形態 

墓所形態 
共同埋蔵方式／一定期間個別安置後に合葬（20

年間） 

納骨方式 

骨壺のまま（20 年間） 

20 年経過後、焼骨を納骨袋に移し換え合祀室にて合

祀 

収容方式 納骨壇 

最大収容可能数 納骨壇：1,620 体 

利用条件 
利用資格 市内在住（申込時）等 

生前申込 可 

費用 
使用料 137,500 円／１焼骨 

管理料 なし 

管理・運営 直営 
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■ 八千代市・八千代市営霊園（合葬式墓地） 

施設・形態 

墓所形態 
共同埋蔵方式／一定期間個別安置後に合葬（20

年間） 

納骨方式 

骨壺のまま（20 年間） 

20 年経過後、焼骨を納骨袋に移し換え合祀室にて合

祀 

収容方式 納骨壇 

最大収容可能数 納骨壇：4,260 体 

利用条件 
利用資格 市内在住（申込時）等 

生前申込 可 

費用 
使用料 

1 体用 110,000 円 

2 体用 220,000 円 

管理料 なし 

管理・運営 直営 

 

 

  資料：八千代市ホームページ 
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(4)  指定管理者導入の検討結果（R2:市営霊園、市営霊堂への民間活力導入に向

けたサウンディング型市場調査実施結果概要の公表について） 
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(5)  指定管理者導入の検討結果（R3：令和３年度（2021 年度）における行財

政改革の取組状況） ※主要箇所抜粋 
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(6)  馬込霊園周辺交通量調査（R5） ※主要箇所抜粋 
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(7)  墓参車両の推計 

①墓参車両の現状 

【墓参車両数について】 

墓参車両数は、「馬込霊園周辺交通量調査業務委託」の結果を基に推計した。 

「市営霊園入口交差点」から馬込霊園方面への交通量は以下のとおりである。 

 

日付（曜日） 時間帯 交通量（台） 

9 月 23 日（土） 8 時～17 時 2,021 台 

9 月 24 日（日） 8 時～17 時 2,079 台 

⇒彼岸時には 1 日平均約 2,050 台の車両による墓参がある。 

 

【墓参車両の内訳について】 

令和 5 年の秋彼岸時における霊堂の墓参車両数は以下のとおりである。 

 

日付（曜日） 墓参者両数（台） 

9 月 23 日（土） 59 台 

9 月 24 日（日） 34 台 

⇒1 世帯＝1 車両と仮定し、彼岸時には 1 日平均約 47 台の墓参があると推定できる。 

上記より、彼岸時における 1 日あたりの霊園霊堂墓参状況は以下のとおりである。 

  

 利用区画数（区画） 墓参車両数（台） 割合（％） 

霊 園 21,745 2,003 9.21 

霊 堂 964 47 4.88 

合 計 22,709 2,050 9.03 

⇒霊園全体の利用区画数 22,709 に対して車両による墓参は約 10％で、霊堂は約 5％と少な

い。これは霊堂の場合、供養形態で墓参者が配偶者や子など近親者の範囲にとどまることや、

代々に引き継がれないためと考えられる。 

 

②墓参車両の今後 

合葬墓整備後の利用者増減の推計は以下のとおりである。 
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 合葬墓供用前 合葬墓供用後の増減 

 
区画墓

総数 

R8.1 

利用数 

自然減 

（返還） 

自然増 

(定期・通年募集) 

合葬墓への 

改葬による減 

霊園区画墓 

（普通・芝生） 
22,454 21,745 ▲148/年 80/年 ▲145/年 

霊堂 1,000 964 ▲34/年 25/年 ▲8/年 

合葬墓 40,000 0 0/年 1,000/年 0/年 

合計 63,454 22,709 ▲182/年 1,105/年 ▲153/年 

 

 ※自然増、自然減については過去 3 年の実績の平均値を入力 

 ※合葬墓への改葬による減は令和 5 年度に行った利用者アンケートの結果を基に入力 

 

前述の「①墓参車両の現状」より、霊園（普通・芝生墓地）については供用数に対して 9.21％

が車両による墓参が今後もあると想定され、これに合葬墓の墓参が加わることとなるが、合葬墓の供

養形態は霊堂と近いことから供用数に対して約 5％の割合で車両による墓参が今後もあるものと

すると、墓参車両の推移は次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彼岸時の墓参車両数について、現在は 1 日平均約 2,050 台であるのに対し、合葬墓整備後は

毎年 1,000 体以上の受入れが見込まれるため右肩上がりに墓参車両が増えることとなり、単純推計

では合葬墓供用開始 40 年後（＝納骨壇の利用者による合祀室利用期間を含む年数）に、墓

参車両は最大で現在の約 1.55 倍の 3,184 台まで増えると試算される。 
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④連絡通路の導入効果について 

連絡通路を新設すると、従来は必ず馬込霊園正門を利用していた墓参者の一部が、アクセス通

路を利用するようになると想定できる。利用が見込まれるのは、以下の三つのルートから来る墓参者で

ある（下図①・②・③参照） 

令和 5年度に全市営霊園利用者22,894 名に対して行ったアンケート調査（回収率 34.3%）

の結果によると、自家用車での来園方面比率は以下のとおりである。 

 

ルート 来園者比率（自家用車） 

小室・三咲方面から（①） 20.94％ 

駿河台方面から（②） 24.75％ 

医療センター方面から（③） 7.00％ 

夏見方面から（④） 18.13% 

馬込十字路方面から（⑤） 23.03% 

 

上記のうち、アクセス通路の利用割合が、①は 100％、②及び③は東寄りの墓地利用者による利

用を想定しそれぞれ 50％と仮定すると、合葬墓整備後の墓参車両の推移は以下のとおりとなる。 
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連絡通路未整備の状態では馬込霊園正門入園台数は最大で 3,184 台まで上昇していたのに

対し、連絡通路が整備されると正門入園台数は最大でも現在と同水準である 2,012 台に留まる。

連絡通路の導入により正門利用が必須とならなくなり、特に渋滞となりやすい金杉十字路をはじめ霊

園内外における車両混雑の緩和を見込むことができる。 

なお、合葬墓の墓参者は、墓じまいで利用している場合もあるなど、収蔵年数が経過するほどお

盆・お彼岸の墓参者数が少なくなることが想定されるので、連絡通路の整備等の混雑対策は墓参

車両の状況を見て必要なタイミングで対策を検討する必要がある。 
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